移住定住特設サイト構築事業業務委託仕様書

1　件名
移住定住特設サイト構築事業業務委託

2　業務目的
[bookmark: _Hlk218881324]本業務は、本市への移住・定住を検討する者に対し、暮らし、仕事、子育て、住まい、各種支援制度等の情報を分かりやすく一元的に発信する移住定住特設サイトを構築することにより、移住促進および定住人口の確保を図ることを目的とする。

3　委託業務の内容
（1）WEBサイト構築
受託者は、移住定住に関する情報や鯖江市で暮らす魅力を発信する移住定住特設WEBサイトを企画、デザインし、構築すること。
（2）コンテンツ制作
受託者は、WEBサイトに掲載するために必要となるテキスト作成、取材、ライティング、写真撮影および動画制作等を行うこと。
（3）保守・運用支援
受託者は、WEBサイト公開後におけるシステムの安定稼働を目的とした保守業務および運用支援を行うこと。

4　WEBサイトの仕様・内容
（1）基本仕様
1 移住希望者にとって、鯖江市での暮らしを具体的にイメージできる内容とすること。
2 本WEBサイトのコンテンツについては、CMSを導入し、専門的な知見を有しない職員が更新・運用できるよう構築すること。あわせて、ユーザーごとに適切な権限設定が可能になる機能を有すること。
3 WEBサイトの構築・運営に必要なサーバ、ドメイン等は全て受託者が用意するものとし、契約期間中の利用料等は本契約の委託料に含むものとすること。
4 WEBサイトへのアクセス数について、期間を指定したうえで確認できる仕組みを備えること。
5 パソコン、スマートフォン（iOSおよびAndroid）等のマルチデバイスに対応し、適正に表示されること。
6 Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox 等の主要ブラウザで適正に表示されること。
7 本サイトの運用にあたり、安定した稼働が確保される容量を有するサーバ環境とすること。サーバはクラウドサービスを基本とし、適切なセキュリティ対策が講じられている環境を利用すること。本WEBサイトは、常時SSL/TLS（HTTPS）による通信を行うこととし、安全な通信を確保すること。管理画面については、適切な認証機能（ID・パスワード）を備え、必要に応じてアクセス制御（例：IP制限等）が可能であること。WEBアプリケーションとして一般的に想定される不正アクセスや脆弱性に対し、必要な防止対策が講じられていること。問い合わせフォーム等を設置する場合は、不正入力やスパム対策を講じるとともに、個人情報を適切に取り扱うこと。障害や不具合の発生時には、速やかに復旧対応が可能な体制を有すること。
（2）掲載内容
WEBサイトには、以下の内容を掲載すること。なお、詳細については発注者と受託者の協議により、一部変更することができるものとする。（市公式ホームページ等へのリンク可）
1 鯖江市について - 市の概要、立地、特色等
2 暮らし - 住まい、日常生活、地域コミュニティ等
3 仕事- 就業環境、起業、就業支援等
4 子育て- 子育て支援制度、教育環境等
5 支援制度 - 移住支援金、住宅支援、その他各種支援制度等
6 移住者インタビュー - 移住者の体験談、生活の様子を紹介する記事（最低６件）
7 イベント・体験情報 - 移住相談会、体験ツアー等の情報等
8 相談・問い合わせ -移住相談窓口の案内、問い合わせフォーム等
9 Q＆A - 移住に関するよくある質問等
10 鯖江市ブランディングサイト「つくる、さばえ」PRページ
11 ライフデザイン・ロードマップのページ作成
12 その他、独自提案で本年度および次年度以降に実施できる展開やアイデア・企画があれば、提案すること
（3）取材・撮影
1 WEBサイトに掲載するために必要な取材、写真撮影および動画撮影は、原則として受託者が行うこと。
2 取材対象者の調整や、市が保有する素材の提供については、発注者が必要に応じて協力するものとする。
（4）運用管理・マニュアル等
1 専門的な知見を有しない職員がWEBサイトの更新・運用を行えるよう、操作マニュアルを作成し、Microsoft Word等の電子データで納品すること。
2 構築したWEBサイトのバックアップデータを、市の指定する方法により納品すること（媒体費用は受託者負担）。
（5）契約終了後の対応
1 契約期間終了後において、発注者が運用サポートや保守を希望する場合は、別途有償による契約を締結のうえ、受託者が対応するものとする。
2 発注者が受注者による保守を希望しない場合は、引き続き市がWEBサイトを利用できるよう、サーバおよびドメイン等に関する必要な手続きを行うこと。当該手続きに係る費用は、本契約の委託料に含むものとする。

5　納期
（1）令和９年２月２８日までにWEBサイトを構築し公開すること。
（2）公開後、令和９年３月３１日までの間は、動作確認および保守管理を行うこと。
（3）成果物に不具合が生じた場合は、速やかに原因を究明し、修正対応を行うこと。

6　その他
（1）本業務で制作した成果物（画像、動画、デザインデータ等）の著作権は、原則として鯖江市に帰属するものとする。
（2）本仕様書に定めのない事項については、発注者と受託者が協議のうえ決定するものとする。
（3）受託者は、本仕様書、鯖江市業務委託契約約款、鯖江市情報セキュリティポリシ
ーおよび関連規程に準ずること。
（4）上記内容に加え、移住定住促進に資する追加提案がある場合は、企画提案書において示すこと。
